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 予算総則 

第１条 日本放送協会（以下、「協会」という｡ ）の平成 23 年度収支

予算の収入及び支出を別表第１収支予算書のとおり定める。 

第２条 放送の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料

の額は、別表第２に掲げる契約種別に応じ、別表第３に掲げるとお

りとする。ただし、沖縄県の区域において徴収する受信料の額は、

特別契約を除き、特例措置として、別表第４に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第５に定める契約を合わせて 10 件

以上締結した者が、別表第６に掲げる支払方法のうち、口座振替又

は継続振込により一括して支払う場合は、前項に定める受信料の額

から別表第５に掲げる額を減ずることとする。ただし、第３項、第

４項又は第５項の規定による場合を除く。 

３ 第１項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構

成員で別表第７に定める契約を締結した者が 15 名以上まとまり、団

体としてその代表者を通じ、別表第６に掲げる支払方法のうち、口

座振替又は継続振込により一括して支払う場合は、第１項に定める

受信料の額から別表第７に掲げる額を減ずることとする。ただし、

第５項の規定による場合を除く。また、次項の規定を重ねて適用し、

対象となる契約を締結した者が代表者を通じて支払う場合は、第１

項に定める受信料の額から次項に定める額を減じ、さらに別表第７
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に掲げる額を減ずることとする。 

４  第１項の規定にかかわらず、住居での放送の受信についての契約

を締結し、別表第６に掲げる支払方法に応じて支払う者（以下、こ

の項において「対象契約者」という。）が、対象契約者又はその生計

をともにする者が別の住居での放送の受信についての契約を締結し、

別表第６に掲げる支払方法により支払う場合は、当該契約について、

第１項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、事業所等での放送の受信について、

同一敷地内で必要なすべてかつ２件以上の契約を締結し、一括して

支払う場合は、契約のうち１件を除外した残りのそれぞれについて、

第１項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。 

第３条 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用す

ることができない。 

第４条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得

ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項間において、相互

に流用することができる。ただし、給与については、退職手当・厚

生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用するこ

とができない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動

に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に
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比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に限り、事業計画の実

施を妨げない範囲において給与の改定を行うときは、経営委員会の

議決を経て、他の項と相互に流用することができる。 

第５条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないとき

は、同一計画事項の支出に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り

越すことができる。 

２ 前年度予算総則第５条による繰越額は、本年度において、同一計

画事項に限り使用することができる。 

第６条 予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使

用することができない。 

２ 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならな

い。 

第７条 事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、

その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を事業

のため直接必要とする経費の支出若しくは特別支出、又は設備の新

設、改善に充てることができる。 

第８条 事業支出における減価償却費が予算額に比し減少することに

より、事業収支差金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、

経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を本予算において予定

する設備の新設、改善に充てることができる。 
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第９条 事業収入が予算額に比し減少することにより、事業収支差金

が予算額に比し減少するときは、経営委員会の議決を経て、前期繰

越金を本予算において予定する放送債券の償還又は事業収支差金の

不足の補てんに充てることができる。 

第 10 条 前年度の決算において、後期繰越金が前年度予算で予定した

額に比し増加したときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、

その一部又は全部をテレビジョン放送のデジタル化への対応、建設

積立資産への繰入れ又は設備の新設、改善に充てることができる。 

第 11条 国際放送及び選挙放送の実施に対する交付金が予算額に比し

増加するときは、その増加額は、それぞれ国際放送及び選挙放送に

関係ある経費の支出に充てることができる。 

第 12 条 業務に関係ある調査研究等に対し、交付金、補助金等の収入

があるときは、その金額は、調査研究等に関係ある経費の支出に充

てることができる。 
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 別表第１ 

平成 23 年度収支予算書 

（一 般 勘 定      ） 

（事 業 収 支      ） 

（単位  千円） 

款 項 金          額 

事 業 収 入  692,692,747

 受 信 料 668,084,758

 交 付 金 収 入 3,429,915

 副 次 収 入 9,300,000

 財 務 収 入 5,083,074

 雑 収 入 2,000,000

 特 別 収 入 4,795,000

事 業 支 出  688,686,543

 国 内 放 送 費 283,731,936

 国 際 放 送 費 14,289,087

 契 約 収 納 費 59,721,231

 受 信 対 策 費 29,685,507

 広 報 費 5,294,388

 調 査 研 究 費 8,529,127

 給 与 125,599,841

 退 職 手 当 ・ 厚 生 費 56,579,886

 共 通 管 理 費 12,546,571

 減 価 償 却 費 69,851,000

 財 務 費 15,323,969

 特 別 支 出 2,534,000

 予 備 費 5,000,000

事 業 収 支 差 金  4,006,204
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（資 本 収 支      ） 

（単位  千円） 

款 項 金          額 

資 本 収 入  85,000,000

 事 業 収 支 差 金 受 入 れ 4,006,204

 前 期 繰 越 金 受 入 れ 7,218,796

 減 価 償 却 資 金 受 入 れ 69,851,000

 資 産 受 入 れ 2,924,000

 放送債券償還積立資産戻入れ 1,000,000

資 本 支 出  85,000,000

 建 設 費 75,000,000

 放 送 債 券 償 還 金 10,000,000

資 本 収 支 差 金  -

 

事業収支において、事業収入から特別収入を除いた経常収入は、

6,878億9,774万7千円、事業支出から特別支出を除いた経常支出は、

6,861 億 5,254 万 3千円であり、経常収支差金は、17億 4,520 万 4千

円である。 

事業収支差金 40 億 620 万 4 千円については、債務償還のため

に使用する。 
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（番組アーカイブ業務勘定） 

（事 業 収 支      ） 

（単位  千円） 

款 項 金          額 

事 業 収 入  1,262,603

 視 聴 料 収 入 1,200,000

 財 務 収 入 62,603

事 業 支 出  2,708,017

 既 放 送 番 組 配 信 費 2,220,839

 広 報 費 260,908

 給 与 107,768

 退 職 手 当 ・ 厚 生 費 42,928

 共 通 管 理 費 41,788

 減 価 償 却 費 33,786

事 業 収 支 差 金     △  1,445,414

 
 

（資 本 収 支      ） 

（単位  千円） 

款 項 金          額 

資 本 収 入  33,786

 減 価 償 却 資 金 受 入 れ 33,786

資 本 支 出  33,786

 建 設 費 33,786

資 本 収 支 差 金  -

 

事業収支差金△14 億 4,541 万 4千円については、一般勘定からの短

期借入金をもって補てんする。 
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（受託業務等勘定） 

（事 業 収 支      ） 

（単位  千円） 

款 項 金          額 

事 業 収 入  1,490,000

 受 託 業 務 等 収 入 1,490,000

事 業 支 出  1,256,000

 受 託 業 務 等 費 1,201,000

 財 務 費 55,000

事 業 収 支 差 金  234,000

 
事業収支差金 2億 3,400 万円については、一般勘定の副次収入に繰

り入れる。 
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別表第２ 契約種別    

地  上  契  約  地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約                                

衛  星  契  約 
 衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放                                

送受信契約 

特 別 契 約           

地上系によるテレビジョン放送（暫定的難視聴対策事業に係る放 

送として社団法人デジタル放送推進協会が行う「地デジ難視対策衛星 

放送」（以下「地デジ難視対策衛星放送」という。）によるものを除く。）

の自然の地形による難視聴地域（以下「難視聴地域」という。）又は 

列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン

放送のみの受信についての放送受信契約 

 
 
 地デジ難視対策衛星放送対象リストにデジタル放送難視聴地区、改

修困難共聴若しくはデジタル放送混信地区として掲載された地域を

基準とし協会が定める要件を備えた地域又は難視聴地域において、地

デジ難視対策衛星放送により地上系によるテレビジョン放送を受信

できるテレビジョン受信機を設置した者は、地上契約を適用する。 

 なお、普通契約又は衛星普通契約を締結していた者で、協会所定

の申請を行い、平成 19 年 10 月１日になお白黒テレビジョン受信機

のみを設置していた場合、放送受信契約の種別を変更しない限り、

当分の間、平成 19 年９月 30 日までの契約種別を適用する。 
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別表第３ 受信料額     

契 約 種 別        月  額 ６か月前払額 12 か月前払額 

地 上 契 約              1,345 円     7,650 円    14,910 円 

衛 星 契 約              2,290 円    13,090 円    25,520 円 

特 別 契 約              1,005 円     5,730 円    11,180 円 

 
 
 
別表第４ 受信料額（沖縄県）   

契 約 種 別        月  額 ６か月前払額 12 か月前払額 

地 上 契 約              1,190 円     6,810 円    13,280 円 

衛 星 契 約              2,135 円    12,250 円    23,890 円 

 
 
 
別表第５ 多数契約一括支払における割引額   

契 約 種 別 ご と の 全 契 約 を 対 象 に                     

１ 件 あ た り 減 ず る 月 額                     
契 約 種 別 ご と の 契 約 件 数               

衛 星 契 約          特 別 契 約          

   50 件未満 200 円 

   50 件以上 100 件未満 230 円 

   100 件以上 300 円 

90 円 

 
ただし、衛星契約の契約件数が 97 件、98 件又は 99 件である場

合は、100 件として受信料の額を算定する。 
 



 

- 13 - 

別表第６ 支払方法     

口 座 振 替 
 協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に 

 自動振替によって行う支払 

継 続 振 込 

協会の指定する金融機関、郵便局又はコンビニエンスストア等におい 

て、協会の指定する支払期日までに継続して払込むことによって行う 

支払 

クレジットカード継続払 
 協会の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、クレジット 

 カード会社に継続して立て替えさせることによって行う支払 

 
 
 
別表第７ 団体一括支払における割引額    

契 約 種 別         割 引 額              

 
 

衛 星 契 約           

 特 別 契 約  

すべての契約件数を対象に、契約件数１件あたり 
                                  月額  200 円  
ただし、12 か月前払による場合は、   年額 2,420 円 
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平 成 2 3 年 度 事 業 計 画 
 



 

－  － 16



 

－  － 17

１ 計画概説  

  平成 23 年度は、放送をめぐる環境が大きく変わる中、３か年経営計

画の最終年度として、全組織を挙げて計画の達成に向け取り組む重要な

年度である。 

  平成 23 年７月のテレビジョン放送の完全デジタル化に向けて、デジ

タルテレビジョン放送の普及に努め、国や他の放送事業者と連携した受

信環境の整備を行う等、万全な対策を実施する。 

  放送サービスにおいては、受信料で成り立つ公共放送として放送の自

主自律を堅持し、公平・公正で信頼できる情報や多様で質の高い番組を

あまねく提供するとともに、幅広い視聴者の期待にこたえる番組や地域

放送の充実等に力を注ぐ。衛星テレビジョン放送はハイビジョン２波に

再編し、地上波も合わせたテレビジョン放送４波の個性を発揮したサー

ビスを行う。また、様々なメディアを通じて、豊かで多様な情報を届け

るとともに、国際放送による日本とアジアの情報発信の強化に努める。 

  協会の主たる財源である受信料については、公平負担に向けた取組を

強化し、公共放送を支える受信料制度への理解を促進するとともに、一

層効率的な契約収納活動を推進する。 

  さらに、組織の改革に全力で取り組み、視聴者からの信頼を高めると

ともに、構造改革を推し進め、効率的な業務運営を行う。 

(1) 地上デジタルテレビジョン放送の受信状況の改善やサービス充
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実のための設備の整備を行うとともに、非常災害時における報道

のための設備の整備及び老朽の著しい設備の更新等を行う。 

(2) 視聴者からの信頼を高め、ジャーナリズムとしての役割を全う

し、公共放送の使命を果たすために、経営の改革と公共放送の担

い手の育成を柱として、組織風土の改革に取り組む。 

(3) 放送番組については、様々な世代に向けた多様な番組を編成す

るとともに、信頼される質の高い放送番組を通して社会や文化の

発展に寄与する。また、報道の強化を図り、正確な情報を迅速か

つ的確に伝え、視聴者の期待にこたえる。 

さらに、教育放送及び障害者や高齢者に向けた放送サービスの

充実を図るほか、地域を見つめ、地域とともに考える番組を強化

する等、地域放送の充実に努める。 

(4) 国際放送は、自主自律の編集権を堅持し、外国人向け放送と邦

人向け放送として、テレビジョン国際放送の充実を図るとともに、

ラジオ国際放送については効果的かつ効率的な情報発信に努める。 

(5) 受信料の公平負担の徹底に向けて、契約収納活動を強化すると

ともに、受信料制度に対する理解促進を図り、支払率の向上と受

信料収入の確保に努める。 

(6) 調査研究については、デジタル放送の高度化など新しい放送技

術の研究開発を行うとともに、放送番組の向上に寄与する調査研
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究の積極的推進により、その成果を放送に生かし、また、広く一

般に公開して、放送文化の発展に資する。 

(7) アーカイブス番組等を電気通信回線により、有料で一般の利用

に直接供するサービスについては、番組ラインナップの充実等に

より、利用者の拡大を目指す。 

(8) 会館施設等の一般供用、賃貸及び放送番組の受託制作等につい

ては、協会業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において実施す

る。 

(9) 協会の主たる財源が受信料であることを深く認識し、経営全般

にわたる構造改革の徹底による効率的な業務体制の構築を図り、

放送番組の充実やコンプライアンスの強化等を推進する。また、

放送会館の省エネルギー化を推進する等、環境経営に着実に取り

組む。 

２ 建設計画 

建設計画については、衛星放送施設の整備に 10 億 5,000 万円、テ

レビジョン放送網及びラジオ放送網の整備に 180 億 6,000 万円、放

送会館の整備に66億 6,000万円、放送番組設備の整備に364億 7,000

万円、研究施設の整備等に 127 億 6,000 万円、総額 750 億円をもっ

て施行する。 

(1) 衛星放送施設整備計画 
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衛星テレビジョン放送の送出設備など衛星放送設備の整備を行

う。 

これらに要する経費は、10 億 5,000 万円である。 

(2) テレビジョン放送網整備計画 

地上デジタルテレビジョン放送の受信状況の改善のための設備

の整備を行う。また、老朽の著しい地上デジタルテレビジョン放

送設備の更新等を行う｡ 

これらに要する経費は、122 億 1,000 万円である。 

(3) ラジオ放送網整備計画 

外国電波による混信等の受信状況を改善するため、中波放送局

の建設及びＦＭ放送局の建設調査を行う。また、老朽の著しいラ

ジオ放送設備の更新等を行う｡ 

これらに要する経費は、58 億 5,000 万円である。 

(4) 放送会館整備計画 

放送会館については、千葉放送会館の建設を完了するとともに、

甲府放送会館の整備等を行う。 

これらに要する経費は、66 億 6,000 万円である。 

(5) 放送番組設備整備計画 

非常災害時における報道のための設備の整備を行うとともに、

ハイビジョン放送のための設備の整備を行う。また、老朽の著し
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い放送番組設備の更新等を行う。 

これらに要する経費は、364 億 7,000 万円である。 

(6) 研究施設、一般施設整備計画 

新しい放送技術の開発のための研究設備を整備するほか、放送

会館の太陽光発電設備など環境経営推進のための設備の整備等を

行う。 

これらに要する経費は、92 億 3,000 万円である。 

(7) 建設管理 

建設計画の施行に共通して要する経費は、35 億 3,000 万円であ

る。 

３ 事業運営計画 

(1) 国内放送 

ア 番組関係  

(ｱ) 地上テレビジョン放送 

総合テレビジョンは、基幹的な総合サービス波として、国民

生活に不可欠なニュース・情報番組、創造的な文化・教養番組

や娯楽番組等の調和ある編成を行う。各世代に共感される多様

な番組や、世代を超えて楽しみ、考える番組等の更なる充実を

図るとともに、高品質でスケール感のある大型番組を放送する。

また、生命・財産にかかわる非常災害時及び事件・事故の緊急
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時には、柔軟で機動的な編成により、迅速かつ的確な情報の提

供を行う。放送時間は、１日 24 時間を基本とする。 

教育テレビジョンは、未来を生きる子供たちや明日を担う若者

を対象にした番組を強化する。また、福祉番組や趣味・実用・教

養番組等の充実を図るとともに、定時のマルチ編成を行う。放送

時間は、１日 21 時間を基本とする。 

なお、アナログ地上テレビジョン放送は、同じ内容の番組を

同時に放送することを基本とするが、平成 23 年７月 24 日まで

に終了する。 

(ｲ) 衛星テレビジョン放送 

衛星テレビジョン放送は、４月から高画質のハイビジョン２

波に再編し、それぞれの個性を打ち出したサービスを行う。 

ＢＳ１は、国際情報・スポーツ情報波として、世界のニュー

スや経済情報等を伝える国際情報番組を刷新するとともに、視

聴者の関心の高いスポーツ番組を一層充実する。また、最新の

映像技術を駆使し、デジタル化のメリットを視聴者が実感でき

るような番組を編成する。放送時間は、１日 24 時間を基本とす

る。 

ＢＳプレミアムは、本物志向の教養番組や娯楽番組を中心に、

良質で多彩な番組を編成する。また、先進的な演出手法やテー
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マ、ダイナミックな編成に挑戦し、新たなテレビ文化創造に貢

献する。放送時間は、１日 24 時間を基本とする。 

なお、アナログ衛星テレビジョン放送は、同じ内容の番組を

同時に放送することを基本とするが、平成 23 年７月 24 日まで

に終了する。 

(ｳ) ラジオ放送 

ラジオ第１放送は、ニュース・報道番組の一層の充実に取り

組み、災害など緊急時には機動的な編成を行う。また、インタ

ーネットや携帯端末を通して聴取者との双方向化を進め、生活

情報を中心に多様な情報をきめ細かく提供する。放送時間は、

１日 24 時間を基本とする。 

ラジオ第２放送は、語学番組や文化・教養番組を一層充実す

る。また、語学番組を中心に様々なメディアを活用して聴取者

が利用しやすい形での番組提供に努める。放送時間は、１日 19

時間を基本とする。 

ＦＭ放送は、優れた音質を生かした多彩な音楽番組を中心に

編成する。また、災害など緊急時には、ラジオ第１放送と連携

して機動的な編成を行う等、地域向けのメディアとしてきめ細

かな情報を提供する。放送時間は、１日 24 時間を基本とする。 

(ｴ) 地域放送 
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地域放送は、各地域の特性や要望に応じ、平日夕方のニュー

ス・情報番組や夜間の視聴好適時間帯等の番組の充実を図る。

地域を見つめ、地域とともに考える番組を強化し、地域からの

全国発信を積極的に推進する。放送時間は、総合テレビジョン

で１日３時間、ラジオ第１放送で１日２時間 30 分、ＦＭ放送で

１日１時間 50 分を基本とする。 

(ｵ) 補完放送 

データ放送は、地上及び衛星のデジタルテレビジョン放送各

波で実施する。衛星テレビジョン放送の２波化とテレビジョン

放送の完全デジタル化を機に、各波の特性と役割に応じてコン

テンツを再編成し、充実を図る。 

聴覚障害者や高齢者向けの字幕放送は、テレビジョン放送の

一部の番組で行い、サービスの充実を図る。また、主として視

覚障害者向けの解説放送、ステレオ放送及び２か国語放送をテ

レビジョン放送の一部の番組で行う。 

ワンセグ（携帯・移動端末向けサービス）は、デジタル総合

テレビジョン及びデジタル教育テレビジョンで実施し、同じ内

容の番組を同時に放送することを基本とする。なお、デジタル

教育テレビジョンでは一部で独自番組の放送を実施し、携帯・

移動端末にふさわしい番組を放送する。ワンセグのデータ放送
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では、地域ごとのニュース・気象情報や番組関連情報等を提供

する。 

このほか、テレビジョン文字放送は、アナログ総合テレビジ

ョンでニュース等の各種情報を提供するが、アナログ放送の終

了と同時にサービスを終了する。 

(ｶ) 放送番組の提供等 

放送番組の提供については、国内外の放送事業者等への提供

を通じて、協会が保有する映像資産等の多角的展開を行い、多

様な媒体や伝送路を活用した社会還元や海外への情報提供を行

う。 

インターネットによるサービスについては、放送した番組等

の提供を行うほか、放送番組の周知や災害関連情報等を提供す

る。 

放送番組の利用については、番組の効果的な編成にあわせ、

学校教育の場や生涯学習活動への利用促進を図る。 

これら番組関係に要する経費は、番組制作に 2,075 億 7,863

万 1千円、番組の編成企画等に 186 億 834 万 1千円で、総額 2,261

億 8,697 万 2 千円である。 

イ 技術関係 

放送施設の運用維持については、良好な電波送信の安定確保
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に努めるとともに、設備の効率的な保守運用を図る。 

これら技術関係に要する経費は、総額 575 億 4,496 万 4 千円

である。 

以上により、国内放送費総額は、2,837億 3,193万 6千円となり、

前年度 2,848 億 145 万 7 千円に対して、10 億 6,952 万 1 千円の減

額となる。 

(2) 国際放送 

国際放送は、外国人向けと邦人向けのテレビジョン国際放送及

びラジオ国際放送を実施する。また、インターネットによるサー

ビスを行う。 

外国人向けテレビジョン国際放送では、日本、アジアをはじめ

とする世界の情報を伝えるニュースを 24 時間毎正時に放送する。

また、幅広いジャンルの多様な番組を全世界に向けて発信するこ

とで、諸外国へ日本とアジアの実情を伝え、経済・文化交流と相

互理解の一層の促進に貢献する。さらに、海外における受信環境

の整備を行い、簡易な設備で放送の受信が可能となる地域を拡大

するとともに、ハイビジョン放送を推進する。放送時間は、１日

23 時間程度を基本とする。 

邦人向けテレビジョン国際放送では、国内の主要なニュースや

情報番組を中心に国内と同時放送を行うとともに、一部娯楽番組
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も交えて１日５時間程度、海外の日本人が必要とする日本の最新

情報を提供する。また、大規模な自然災害や事件・事故等の緊急

事態が発生した場合は、迅速かつ的確な情報の提供に万全を期す。

このほか、北米及び欧州向けの放送をそれぞれ１日５時間程度実

施する。 

ラジオ国際放送については、日本・世界の最新の動向及び海外

での安全に役立つ情報を的確に伝えるニュース・情報番組や、国

際理解を促進する番組の充実を図る。放送時間は、外国人向け放

送と邦人向け放送合わせて、１日延べ 56 時間 20 分とする。 

インターネットによるサービスについては、ニュースや番組の

ストリーミング配信等を更に充実する。 

これらに要する経費は、総額 142 億 8,908 万 7 千円となり、前

年度 139 億 9,977 万 5 千円に対して、2 億 8,931 万 2 千円の増額

となる。 

(3) 契約収納 

受信料の公平負担の徹底に向けて、受信料未払者や未契約者へ

の契約収納活動を強化するとともに、受信料制度に対する理解促

進を図り、支払率の向上と受信料収入の確保に努める。あわせて、

効果的かつ効率的な業務運営を行う。 

これらに要する経費は、総額 597 億 2,123 万 1 千円となり、前
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年度 583 億 8,358 万 8 千円に対して、13 億 3,764 万 3 千円の増額

となる。 

(4) 受信対策 

テレビジョン放送の完全デジタル化に向けて、国や他の放送事

業者と連携し、難視聴対策など受信環境の整備を進めるとともに、

デジタルテレビジョン放送の受信を促進するための積極的な普及

活動を行う。また、受信相談など視聴者への受信サービス活動を

展開する。 

これらに要する経費は、総額 296 億 8,550 万 7 千円となり、前

年度 270 億 9,382 万 6 千円に対して、25 億 9,168 万 1 千円の増額

となる。 

(5) 広  報  

公共放送への理解促進と視聴者層の拡大に向けて、多様で効果

的な広報活動を展開する。また、視聴者との交流・直接対話を強

化し、意見や要望又は苦情を迅速かつ的確に把握することで、放

送及び業務運営へ反映させる回路の充実に努める。 

さらに、デジタルテレビジョン放送の普及促進に向けて、周知

広報活動を実施するほか、情報公開に積極的に取り組む。 

これらに要する経費は、総額 52 億 9,438 万 8 千円となり、前年

度 46億 184 万 2千円に対して、6億 9,254 万 6千円の増額となる。 
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(6) 調査研究 

放送技術の研究については、放送と通信の連携サービス等デジ

タルテレビジョン放送の発展のための研究開発やスーパーハイビ

ジョン（超高精細映像システム）等将来の映像文化の発展のため

の研究開発等を行う。 

放送番組の研究については、若年層など視聴者層拡大のための

多角的分析をはじめ、放送番組の向上に寄与する調査研究を行う

とともに、全国接触者率調査や放送評価調査を実施する等、視聴

者意向の的確な把握を行う。 

これらに要する経費は、総額 85 億 2,912 万 7 千円となり、前年

度 85 億 4,439 万円に対して、1,526 万 3 千円の減額となる。 

(7) 給  与 

給与については、適正な水準の維持を図る。 

これに要する経費は、総額 1,255 億 9,984 万 1 千円となり、前

年度 1,258 億 8,428 万 1 千円に対して、2 億 8,444 万円の減額と

なる。 

(8) 退職手当及び福利厚生  

退職手当及び福利厚生については、社会保険費の増等により、

総額 565 億 7,988 万 6 千円となり、前年度 564 億 9,738 万 1 千円

に対して、8,250 万 5 千円の増額となる。 
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(9) 共通管理 

共通管理については、業務の見直し等により、総額 125 億 4,657

万 1 千円となり、前年度 126 億 5,440 万 9 千円に対して、1 億 783

万 8 千円の減額となる。 

(10) 番組アーカイブ業務 

  アーカイブス番組等を電気通信回線により、有料で一般の利用

に直接供するサービスについては、番組ラインナップの充実等に

より、利用者の拡大を目指す。 

    これに係る収入は 12 億 6,260 万 3 千円、支出は 27 億 801 万 7

千円である。 

(11) 受託業務等 

受託業務等については、会館施設等の一般供用、賃貸及び放送

番組の受託制作等を行う。 

これらに係る収入は 14 億 9,000 万円、支出は 12 億 5,600 万円で

ある。 

(12) 信頼される公共放送のための組織風土及び業務運営の改革 

視聴者からの信頼を高め、ジャーナリズムとしての役割を全うし、

公共放送の使命を果たすために、経営の改革と公共放送の担い手の育

成を柱として、組織風土の改革に取り組む。 

組織横断的な人事異動の実施による高い専門性と広い視野を兼ね備
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えた公共放送の担い手の育成等、組織・人事制度の改革により、活力

にあふれた組織を実現する。また、コンプライアンス意識を根づかせ、

確かな公共放送人・ジャーナリストを育てるために、職員の採用・研

修を強化する。 

内部統制の整備にあたっては、協会、子会社等の多様な業務を踏ま

えたリスクマネジメントを定着させ、視聴者の負託にこたえることの

できる事業運営を実施する。 

さらに、協会の主たる財源が受信料であることを深く認識し、経営

全般にわたる構造改革を徹底し、完全デジタル化に対応した質の高い

放送番組の充実やコンプライアンスの強化等を推進する。 

子会社等については、グループ全体の最適な経営を目指し、効果的

かつ効率的な業務運営を徹底するとともに、透明性の高い事業運営を

推進する。 
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４ 受信契約件数           

 

(1) 地上契約            
 

  ア 有料契約見込件数         

区        分 平成 23 年度 平成 22 年度 増        減 

年度初頭契約件数 21,914,000 22,294,000 △    380,000

年度内新規契約件数 1,680,000 1,629,000 51,000

年 度 内 解 約 件 数          2,030,000 2,009,000 21,000

年度内増加契約件数 △     350,000 △     380,000 30,000

年 度 末 契 約 件 数          21,564,000 21,914,000 △    350,000

 

  イ 受信料免除見込件数         

区        分 平成 23 年度 平成 22 年度 増        減 

年度初頭免除件数 2,157,000 1,886,000 271,000

年度内新規免除件数 425,000 508,000 △   83,000

年 度 内 解 約 件 数          190,000 237,000 △   47,000

年度内増加免除件数 235,000 271,000 △   36,000

年 度 末 免 除 件 数          2,392,000 2,157,000 235,000

 

(2) 衛星契約          
 

  ア 有料契約見込件数         

区        分 平成 23 年度 平成 22 年度 増        減 

年度初頭契約件数 15,248,000 14,549,000 699,000

年度内新規契約件数 1,270,000 1,212,000 58,000

年 度 内 解 約 件 数          520,000 513,000 7,000

年度内増加契約件数 750,000 699,000      51,000

年 度 末 契 約 件 数          15,998,000 15,248,000 750,000

 

  イ 受信料免除見込件数         

区        分 平成 23 年度 平成 22 年度 増        減 

年度初頭免除件数 232,000 194,000 38,000

年度内新規免除件数 62,000 70,000 △     8,000

年 度 内 解 約 件 数          24,000 32,000 △     8,000

年度内増加免除件数  38,000  38,000 0

年 度 末 免 除 件 数          270,000 232,000 38,000
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(3) 特別契約         
 

  有料契約見込件数         

区        分 平成 23 年度 平成 22 年度 増        減 

年度初頭契約件数          10,000 9,000 1,000

年度内新規契約件数 0 1,000 △      1,000

年 度 内 解 約 件 数          0 0 0

年度内増加契約件数 0 1,000 △      1,000

年 度 末 契 約 件 数          10,000 10,000 0
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（参考１）   
 

有料契約見込総数 
 

 

上記のうち沖縄県の区域における受信契約件数        
区       分 地 上 契 約 衛 星 契 約 合   計 

年度初頭契約件数 200,000 80,000 280,000

年度内増加契約件数 0 6,000 6,000

年 度 末 契 約 件 数  200,000 86,000 286,000

 

 

 

（参考２）  
 
支払方法別受信契約件数   

(1) 地上契約 
 

区       分 口 座 振 替 継 続 振 込
ク レ ジ ッ ト

カード継続払
そ の 他 合   計 

年度初頭契約件数 15,684,000 2,801,000 1,701,000 1,728,000 21,914,000

年度内増加契約件数 △   410,000 40,000 230,000 △  210,000 △   350,000

年度末契約件数 15,274,000  2,841,000  1,931,000 1,518,000 21,564,000

 

     上記のうち沖縄県の区域における受信契約件数 

区       分 口 座 振 替 継 続 振 込
ク レ ジ ッ ト

カード継続払
そ の 他 合   計 

年度初頭契約件数 79,000 42,000 9,000 70,000 200,000

年度内増加契約件数 2,000 0 2,000 △    4,000 0

年度末契約件数 81,000 42,000 11,000 66,000 200,000

区       分 地 上 契 約 衛 星 契 約 特 別 契 約 合   計 

年度初頭契約件数 21,914,000 15,248,000 10,000 37,172,000

年度内増加契約件数 △    350,000 750,000 0 400,000

年 度 末 契 約 件 数  21,564,000 15,998,000 10,000 37,572,000
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(2) 衛星契約 
 

区       分 口 座 振 替 継 続 振 込
ク レ ジ ッ ト

カード継続払
そ の 他 合   計 

年度初頭契約件数 10,436,000 3,340,000 1,124,000 348,000 15,248,000

年度内増加契約件数 310,000 210,000 270,000 △   40,000 750,000

年度末契約件数 10,746,000 3,550,000 1,394,000 308,000 15,998,000

 

     上記のうち沖縄県の区域における受信契約件数 

区       分 口 座 振 替 継 続 振 込
ク レ ジ ッ ト

カード継続払
そ の 他 合   計 

年度初頭契約件数 47,000 21,000 4,000 8,000 80,000

年度内増加契約件数 2,000 3,000 2,000 △    1,000 6,000

年度末契約件数 49,000 24,000 6,000 7,000 86,000

 

(3) 特別契約 
 

区       分 口 座 振 替 継 続 振 込 合       計 

年度初頭契約件数 5,000 5,000 10,000

年度内増加契約件数 0 0 0

年 度 末 契 約 件 数 5,000 5,000 10,000
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５ 要員計画     

 

区           分 要     員     数 

事 業 運 営 関 係                                10,363 人 

建 設 関 係                                   179 

合           計                 10,542 

 

要員数については、業務の効率化を積極的に推進

することとし、年度内 40 人の純減を見込んだもの

である。 
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平 成 2 3 年 度 資 金 計 画 
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１ 資金計画の概要 

平成 23 年度収支予算及び事業計画に基づく本年度の資金計画

は、受信料等による入金総額 7,236 億 1,142 万 1 千円、事業経

費、建設経費、放送債券の償還等による出金総額 7,264 億 9,888

万 5 千円をもって施行する。 

２ 入金の部 

受信料については、受信料収入予算 6,680 億 8,475 万 8 千円

か ら 年 度 内 に 収 納 に 至 ら な い も の を 控 除 し た 受 信 料 収 納 額

6,625 億 8,475 万 8 千円を予定する。 

このほか、固定資産売却代金 36 億 8,900 万円、放送債券償還

積立資産の戻入れ 10 億円、国際放送関係など交付金収入 34 億

2,991 万 5 千円、有価証券の償還 250 億円、受取利息その他の入

金 279 億 774 万 8 千円を見込む。 

以上により入金額は、総額 7,236 億 1,142 万 1 千円である。 

３ 出金の部   

事業経費 5,827 億 3,069 万 2 千円、建設経費 750 億円、放送

債券の償還 100 億円、有価証券の購入 360 億円、支払利息その

他の出金 227 億 6,819 万 3 千円を合わせ出金額は、総額 7,264

億 9,888 万 5 千円である。 
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 （参考） 資金の需要及び調達の四半期別見込は、下表のとおりで                              

ある。                                 

                                                                               （単位  千円） 

区   分 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合  計 

１ 前 期 末 資 金 有 高 90,934,250 128,677,125 101,161,962 125,955,882 － 

２ 入           金 223,397,828 142,708,537 211,770,737 145,734,319 723,611,421

   受  信  料 210,317,573 124,782,483 200,711,128 126,773,574 662,584,758

   固定資産売却代金 184,233 1,340,820 503,758 1,660,189 3,689,000

  
放 送 債 券 償 還 

積立資産戻入れ 
－ － － 1,000,000 1,000,000

   交 付 金 収 入 19,609 1,703,845 2,615 1,703,846 3,429,915

   有 価 証 券 償 還 5,100,000 10,000,000 5,300,000 4,600,000 25,000,000

   
受取利息その他の 

入金 
7,776,413 4,881,389 5,253,236 9,996,710 27,907,748

３ 出          金 185,654,953 170,223,700 186,976,817 183,643,415 726,498,885

   事  業  経  費 156,760,753 143,912,509 148,951,470 133,105,960 582,730,692

   建 設 経 費 14,020,755 11,705,214 20,464,552 28,809,479 75,000,000

  放 送 債 券 償 還 － － － 10,000,000 10,000,000

   有 価 証 券 購 入 11,500,000 8,500,000 10,500,000 5,500,000 36,000,000

   
支払利息その他の

出金 
3,373,445 6,105,977 7,060,795 6,227,976 22,768,193

４ 期 末 資 金 有 高 128,677,125 101,161,962 125,955,882 88,046,786 － 
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